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　あけましておめでとうございます。
会員のみなさまには旧年中は格別のご厚情を賜り、
誠にありがとうございました。
　昨年の正月、集改センターの設立 10 周年記念祝
賀会を行って早１年が過ぎました。無事新年を迎
えることに喜びを感じ、またそれぞれの時それぞ
れの場所で私と接してくださったあらゆる人々に
感謝するしだいです。
　昨年の出来事を振り返りますと、前半はスポーツ
関係のニュースが強く印象に残りました。１月「桜
ノ宮高校での体罰自殺事件」では、元巨人軍・桑
田真澄氏の言葉「体罰で愛情を感じたことがない」
に深く感銘を受けました。２月には、「巨人・大鵬・
卵焼き」といわれ、幅広く人気があった元横綱大
鵬＝納谷幸喜さんが亡くなり、国民栄誉賞を追贈
されました。３月は「ＷＢＣ」で日本が優勝を逃し、
３位という残念な結果となりました。４月には長
嶋茂雄（読売ジャイアンツ終身名誉監督、元巨人
内野手、監督）と松井秀喜（元巨人・MLB 外野手）
の両氏に国民栄誉賞が授与されることが決まり、５
月の授与式に颯爽と登場したお二人の素晴らしい
人柄に感激しました。
　６月には、日本人なら誰しも世界で一番美しいと
自負する富士山が世界文化遺産に登録されました。
　７月には、山口県萩市で過去例のない豪雨によ
り死傷者・行方不明者（14 名）の甚大な被害を受

け、正確な予報による適切な防災対策の必要を感
じました。そのすぐ後の８月８日夕、マグニチュー
ド 7.8 の地震が発生し、奈良県と大阪府で最大震度
6 弱から７の揺れが起こるという緊急地震速報が発
信されました。職場のスマホと携帯電話があちこち
で鳴り響き、大変驚きましたが、気象庁の誤報との
ことで、予測と情報伝達の難しさを実感しました。
　９月には、2020 年の夏季オリンピック開催が東
京に決まり「お・も・て・な・し」に日本中が湧
きました。続く 10 月は、福知山花火大会露天爆発
事故に驚き、台風 24 号のフェーン現象による猛暑、
26 号による伊豆大島では記録的豪雨による土砂崩
れと人災・天災の怖さに思い知らせました。11 月
はアベノミクス効果の成果か「東京モーターショー
2013」では、やや低迷していた日本の自動車産業
界が元気な姿を見せてくれました。そして 12 月は
恒例の紅白歌合戦で締めくくり、新しい年を迎え
ました。
　この１年の出来事だけを見ても、人それぞれの
人生があり、また企業においてもそれぞれの経営
があるように、集改センターにも会員の人生と活
動があります。私たちは日々起こる出来事から多
くを学び、そしてよりよい社会を目指し、一人一
人が地道に生きながら次なる世代にバトンを渡さ
なければなりません。

（２面へつづく）

新年のごあいさつ

新しい年（午年）を迎えて

松山 功（一級建築士・集改センター代表理事）
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　（１面からつづく）今年 12 年目となる集改セン
ターは、法人の目的である「理念」と「使命」を常
に意識し、マンションに関わるすべての人々に集改
センターの持てるスキルの提供を惜しみなく続け、
社会へ貢献するＮＰＯとなることをさらに努力し

てまいります。
　今年１年、更なる発展を目指し、みなさまとと
もに豊かになれる１年であること願い、新年のご
あいさつとさせていただきます。

「分譲駐車場」って何？～スキルアップセミナーから～

　集改センターの第 110 回スキルアップセミ

ナー（10 月９日開催）では、九鬼正光弁護士が

講師となり、「分譲駐車場」の問題点について

考えました。

　分譲駐車場（専用使用権を分譲した駐車場）

とは、共有敷地内の駐車場を、特定のマンショ

ン購入者に分譲し、その対価を事業主が取得す

るというもので、事業主は売買契約書・重要事

項説明書・管理規約にこれを記載し、マンショ

ン購入者全員に承認させて販売するものです。

　マンション購入時は、誰しも購入する住宅の

ことしか頭になく、分譲駐車場の説明をされて

も、なんのことやら十分理解できません。しか

し、本来、共有敷地の使用権は分譲できるもの

でしょうか？

　最高裁判所は平成 10 年に、駐車場使用権の

分譲は違法とは言えない、有効だと判決しまし

た。では、これで解決したのかというと、多く

の問題をかかえています。

　「分譲駐車場は今後も譲渡できるのか？」「建

替え等の買取り請求ができるのか？」「その権

利を総会決議で奪えるのか？」「権利者の承諾

が要るのか？」「使用権分譲の結果が、その後

にどのような問題を生じるのか？」などの疑問

が残ります。

　昭和 54 年に当時の建設省は「このような分

譲は取引の形態として好ましくないので、原則

として避けるよう」という通達を宅建業者等に

出しています。また、平成９年に、当時の建設

省は、駐車場の専用使用権の表示を改め、標準

管理規約の改正を行っています。
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「ペット」「騒音」の問題をテーマに
第４回新時代のマンションセミナー＆相談会を開催

　『ペットと騒音問題を解決！』をテーマに、集改センターでは公益財団法人マンション管理センターと大阪

市立住まい情報センターの後援を得て、10 月 5 日、大阪市立住まい情報センターで公開セミナーを開催しま

した。マンションの管理運営でアンケートをとると、毎回もっとも多い悩みが今回の２つの問題です。当日は

１００人以上が参加し、各分野の専門家が、それぞれの立場から解決策や予防対策を紹介しました。

セミナー会場には多数の管理組合役員が出席

　第１部の「マンションとペット問題」では、ま
ず公益社団法人日本愛玩動物協会の上田健治理事
が講師となり、ペットの飼育方法や飼い方のマナー
ついて講演しました。
　ペットショップを経営する上田氏は、マンショ
ンで飼う場合にトラブルが多い「犬」を例に挙げ、

他の住民への迷惑や危険を防止
するため「しつけ」と飼い主の

「マナー」が大切であることを
強調しました（別項）。
　次に、ルネ大津団地管理組合
法人副理事長の平田忠亮氏が、
飼育のルール化で成功した事例
を紹介しました。

　ルネ大津団地では管理規約でペットの飼育を禁
止していましたが、アンケートを実施した結果、マ
ナー順守を前提に飼育を認めることになりました。
　そして、ペット飼育の管理や苦情に対応する

「ペット委員会」を設置して毎月会合を開き、投書
などによる苦情を処理しています。マナー違反が
はっきりしている場合は、理事委員が個別訪問し
て改善を申し入れるとともに、住民への広報にペッ
トの飼育件数、寄せられた苦情内容とその対応を掲
載するようにし、住民の理解と協力を得ています。

（８面へつづく）

　犬のしつけで重要な動作は、「お

すわり」「待て」で、とくに「待て」

はしつけの基本になります。

　犬が最も迷惑がられるのは「鳴き

声」です。とくに飼い主が留守の時の鳴き声は、飼い

主に自覚がないため、トラブルの大きな原因になりま

す。

　臭いや抜け毛の対策も大切です。ベランダや中庭で

ブラッシングするのはエチケット違反で、他の住民の

迷惑になりかねません。

　散歩した時にフンを拾うのは当然として、おしっこ

にもせめて水をかけるぐらいの心がけが必要です。ま

た、訓練次第では家の中でだけトイレすることを教え

ることもできます。

　犬の爪が伸びていると、足音も迷惑をかけます。

　危険な行為としては、ドアを開けた瞬間に飛び出し

たり、人に飛びついたりすることが挙げられます。こ

れも日頃のしつけで防げることです。

　また、他人に触られることに慣れさせておかないと、

他人やよその犬に吠えたり、かんだりすることがあり

ます。

　犬の「しつけ教室」では、こうした基本的な事柄を

飼い主に知ってもらうことができます。つまり、飼い

主のための教室といえます。

　最近では犬や猫、鳥だけでなく、爬虫類までペット

として飼う人もいます。ペットの飼い主は、ペットの

親になる覚悟が必要です。人付き合いが苦手ではペッ

トが困ります。ペットとの共生社会は人との共生社会

でもあります。最後まで責任と愛情を持って飼い続け

ることが大切です。

平田忠亮氏

トラブルを防ぐには

「しつけ」と「マナー」を

上田健治氏
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スキルアップセミナー

第 113 回 

２月 13 日

《講　師》枝俊男

（マンション管理士、集改センター事務局長）

《テーマ》マンションの経費削減効果

《内容》共用部分の電気代・保険料・管理委託

料・エレベーター・設備保守点検等の大幅削

減に成功した事例の紹介と検証を行います。

第 114 回

3 月 12 日

《講　師》松山功

（集改センター代表理事、１級建築士）

《テーマ》「改修設計仕様書を読む」（第２回）

《内容》工事に携わる監理者・現場代理人・職

人が着工前にすべき準備と確認事項。

入会のご案内

集改センター女子部会が発足
（７面からつづく）
　第 2 部の「マンションと騒音問題」では、松山
功代表理事が「マンションの構造からみる騒音発
生の仕組み」、九鬼正光弁護士が「騒音被害につい
ての裁判事例」を紹介。木村長敏 ADR 研究所代表は、
裁判での勝訴が解決にならない事実や ADR の活用
と効果を説明しました。
　セミナー終了後は、引き続き個別相談会を開催。
マンション管理やペット問題などについての相談
を受けました。

　NPO 集改センターで
は 11 月 28 日、大阪市
内で第１回目の女子部
会を開きました。メン
バーは、税理士、設計

コンサル、テープライター、保険会社、建築会社な
ど、幅広い分野の第一線で活躍している、元気いっ
ぱいの女性会員たちです。これからウーマンパワー
を結集してマンションのさまざまな業務をサポー
トしていきます。

■正会員

　マンション購入を考えている方、マンション管理組合

役員あるいは区分所有者、マンション管理士などマン

ション関連資格所有者などの個人が対象です。広報紙

『集改ニュース』やブックレットをお届けし、お得な

マンション情報やセミナー等をご案内します。

 ・入会金 6000 円　会費 1500 円 / 月

■顧問契約会員

　マンション管理組合が対象です。マンション管理士や

建築士等の専門家が顧問に就任し、管理組合をサポー

トします。『集改ニュース』を全戸分送付、セミナー等

にご優待、その他オプションで広報チラシ作成、HP 作

成等議事録テープ起こし等のご相談もお受けします。

 ・入会金、会費等はマンションの戸数によって異なりま

す。本部事務局（06-6943-8383）へお問い合わせく

ださい。

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改
センター）は、建物の大規模修繕・改修工事な
どのハード面、及び日頃の管理組合運営に関す
るソフト面の両面から、マンションにお住まい
の方々を支援する専門家の集団です。

■代表理事　松山　功（一級建築士）

■会員
　一級建築士・マンション管理士・弁護士など 75 名

■ＮＰＯ法人認証
　平成 15 年 1 月 31 日　 

　（認証番号 府活第 2-290 号）
■一級建築士事務所登録の年月日

　平成 18 年 12 月 1 日
一級建築士事務所番号 大阪府知事登録 ロ - 第 22027 号

集改センターの概要***** ***** ***** *****


